
施　　策： 財務コード子育て支援の推進 01030201-02-217

キーコード：282

出力日：令和08年03月16日
事務事業名こども家庭センター運営事業

01
基本事業： 02切れ目のない相談支援の充実 担当部 こども部

基本事業の
成果指標

①サポートプランの終結割合
②妊娠、出産、子育てに関する相談窓口の認知度 担当課 こども家庭課

担当係 こども家庭担当

妊婦及び18歳未満の子ども及びその子どもを養育する者 妊婦、児童、保護者等からの様々な相談に適切に対応できるように、こど
も家庭センター相談員を配置するとともに、妊娠・出産における各種相談
や家庭内や学校等における児童の育児等の悩みや問題点の相談に当たる。
虐待等については、要保護児童対策地域協議会として、関係各課、関係機
関等と連携をとりながら問題の解決に当たるとともに、虐待防止の啓発を
行う。
（R5年度までは「家庭児童相談事業」）
【根拠法令】児童福祉法
【補助金】児童虐待・DV対策等総合支援事業費（国1／2、市1／2）
（R6年度からは「こども家庭センター運営事業」）
【根拠法令】児童福祉法
【補助金】子ども・子育て支援交付金（国2／3、県1／6、市1／6）

妊産婦の安全な養育環境の整備及び児童の健全育成を図る
。（次世代を担う子どもたちを、保護者が安心して育てら
れる環境をつくる）

計画年度 昭和47年度 ～ 新規・継続 継続 会計区分 一般会計 実施計画
１．対象（誰、何に対して事業を行うのか）

４．成果（簡易評価は未記入）

支援プラン終結割合（年間）

のべ相談件数（年間）

93.9 9894 97 97

9,954 11,551 13,400 15,500 15,500

成果指標名称 単位 目標
05年度 06年度 07年度 08年度 09年度 10年度
実績 実績 当初 要求 計画 計画

５．コスト
18,186 33,159 34,582 35,867計

国
県
地方債
その他
一般

事業費

正職員人工数
正職員人件費
トータルコスト(事業費＋正職員人件費）

7,990 23,006 20,900 24,987
0
0

5,751 5,225 6,246
0 0 0

0 0 0 0
10,196 4,402 8,457 4,634

千円
千円
千円
千円
千円
千円
人工
千円
千円

5.1 5.1 4.3
39,857 40,917 36,038
58,043 74,076 70,620 35,867

６．成果状況及びコメント（簡易評価は未記入）

●

○

○

<現状>①支援プラン終結割合94％(前年比0.1％増)
      ②延べ相談件数(連携含む):11,551件（前年比16％増、新規相談件数292件）
<原因>家庭環境や就労形態の変化などにより問題内容の多様化や親の養育環境の変化、ネグレクト家庭の増加、DV
（面前DV含む)通告等で、相談件数が増加してきている。R4年度から相談員が5名体制となり、受理会議、教育委員
会連携会議、母子児童連携会議等を開催することにより、より細やかに、緊密に連携が図れるようになったことに
加え、R6年度からこども家庭センターとなり、児童福祉と母子保担当が同じフロアで業務出来るようになり、担当
間の情報連携の強化が図られたことにより、相談件数や連携数が増加したものと考えられる。今後もこども家庭セ
ンターの周知に努める。７．評価及びコメント（簡易評価は未記入）

相談件数の増加、相談内容の複雑化及び要保護児童対策におけるこど
も家庭センターの役割の増加が今後も進んでいくと思われる。
相談件数は年々増加しているため、今後の状況を見ながら支援体制の
充実を検討していく。
こども家庭センターで扱う内容が深刻、かつ、複雑になってきており
、また、長期化していることにより、相談員の負担が大きくなってい
る。

維持対象動向

手段効率化余地

公的関与

上位貢献度

成果向上余地

なし

妥当性がある

影響度は中

中程度

類似事業

コスト削減余地

受益者負担

業務推進課題

なし

 

なし

余地なし

あり

８．改善改革案（簡易評価は必要な場合のみ記入） ■改善方向性 維持● 見直し○ ○廃止 ○事業終了
改革案/期待する成果/必要性/推進スケジュール/必要な費用（維持／事業終了の場合は記入する必要なし）

児童福祉部門相談員と母子保健部門相談員の連携強化を図るため
相互の役割を認識する必要がある。そのための研修会や勉強会の
実施を検討する必要がある。

支援プランについては終結まで日数がかかり、単年度で終結しな
いケースもあるが、関係機関と連携を図り終結割合の向上に努め
ていきたい。

■事業開始背景及び現在の環境変化（市民・議会等の要望） ■備考･特記事項ｏｒ進行管理欄

昭和39年4月22日厚生省事務次官通達）福祉事務所への設置義務
昭和47年の市制施行により福祉事務所の設置とともに設置
令和4年4月1日、「子ども家庭総合支援拠点」の設置（機能の拡
充）し、R4.4月～相談員を5名体制
令和6年4月1日、こども家庭センター立ち上げ

昨今の児童虐待件数の増加に伴い、児童虐待対応の体制強化のた
め、児童福祉法等の改正が平成28年6月交付され、児童虐待の発
生防止、迅速・的確な対応等の対策強化が図られた。
妊娠期から切れ目ない支援のため、子育て世帯包括支援センター
と子ども家庭総合支援拠点を一体化（こども家庭センター）

事務事業が貢献すべき成果

３．意図

２．手段（事務事業の内容、やり方、手順）

（この事業によって対象をどのような状態にしたいのか）

％

件

あがっている

どちらかといえば
あがっている

あがっていない
（停滞・低下）


